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市役所・出張申告会場での所得税の確定申告・市県民税の申告受付市役所・出張申告会場での所得税の確定申告・市県民税の申告受付
　1007221

申告受付は

事前
予約制
です

※内容確認を伴わない提出の場合  
　は、事前予約はせずに各会場・
　2階税務課窓口の職員または提
　出箱に提出してください。

▪寝たきりの人のおむつ代の控除（ 1003084）
　医師が発行するおむつ使用証明書とおむつ代の領収書を添付することで、寝たきりの人のおむつ代も
医療費控除が受けられます。
※交付要件を満たしている人は、長寿課で発行する主治医意見書内容確認書で控除を受けられます。
▪要介護認定者の障害者控除（ 1003083）
　65歳以上の要介護1以上の人も控除の対象となる場合があります。本人または扶養親族が控除の対象
者に該当し、控除を受ける人には、障害者控除対象者認定書を発行します。
※昨年度、認定書の交付を受けた人で今年も控除の対象となる人には1月中旬に認定書を送付します。
※障害者手帳などを持つ人は、認定書がなくても控除を受けることができます。手帳と認定書の障害者
　区分が違う場合は控除額の多い方で申告できます。
【共通】　申申　介護保険被保険者証を持参し、直接、長寿課へ。　※QRQRでも申込可

▶︎市県民税の申告書（昨年の申告時に発送を希望した人）…1月下旬
※返信用封筒を同封していますので、できる限り郵送で申告してください。
▶︎市が発行する「給与所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など…1月下旬
▶︎国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の払込証明書…1月下旬
▶︎後期高齢者医療制度加入者への令和6年6月〜10月診療分の医療費通知…2月上旬
※11月・12月診療分はお手持ちの領収書で確認してください。
　　　　　　　　　　　　　　問　あいち後期高齢者医療コールセンター（☎0570-011-558）　※通話料がかかります。
▶︎国民健康保険加入者への令和6年11月・12月診療分の医療費通知…2月下旬

予約に関する注意事項　・申告する人ごとに1件ずつ予約してください。
　　　　　　　　　　　・LINELINE予約の場合はメニュー画面の「便利機能」タブから「予約」を選択してください。
　　　　　　　　　　　・予約専用電話で申告内容の相談不可。内容の相談は税務課（☎62-1205）へ。
キャンセル方法　前日までに、LINELINE予約の場合は予約メニュー内の「予約確認・キャンセル」、電話予約の場合は予約専用
　　　　　　　　電話へ。
会場での注意事項　・申告受付は、予約受付枠ごとに当日会場で受付した順番で行います。予約時間の5分前を目途にお
　　　　　　　　　　越しください。
　　　　　　　　　・遅れた場合は、予約受付枠の時間内であれば受付しますが、時間外は予約の取り直しをお願いする
　　　　　　　　　　場合があります。
　　　　　　　　　・医療費控除の明細書は、あらかじめ自宅で作成したものをお持ちください。

　要介護認定者の医療費控除・障害者控除

　市役所などからの申告書および証明書などの郵送時期

予約方法　LINELINEまたは予約専用電話（95-0007、平日9時～15時30分）

受付期間 場所 予約受付枠 予約開始日時

出
張
申
告
会
場

1月29日㈬ 一ツ木
市民館

9時30分、
10時、10時30分、
11時、11時30分、
13時、13時30分、
14時、14時30分、
15時、  15時30分

1月22日㈬
９時

     30日㈭

     31日㈮ 今川市民館

2月4日㈫ 北部市民
センター     5日㈬

　  6日㈭ 東刈谷市民
センター　  7日㈮

　12日㈬ 小垣江市民
センター

2月17日㈪
〜3月17日㈪

の平日　　
市役所7階
大会議室

9時、9時30分、
10時、10時30分、
11時、11時30分、
13時、13時30分、
14時、14時30分、　
15時
※3月17日は11時30分まで

2月10日㈪
９時

問　長寿課（☎62-1013）


